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産業遺産の保全と活用に関する調査 

整理番号 ㉕ 名称 知利別会館 分  類 鉄鋼関連施設 

 

 

写  真 

 

 

所在地 室蘭市知利別町４丁目 27－１ 建築年等 1940（昭和 15）年 

構造 木造３階建 設計者 戸田組 

見学可否 否 施工者 戸田組 

文化財等の登録･ 

指定内容 

2007（平成 19）年近代化産業遺産群 

アクセス方法  

 

 

  解  説 

 

 知利別会館は、1940（昭和 15）年、当時の日本製鐵㈱輪西製鐵所の社員倶楽部として建設された。 

 戦後は、来賓の接待・宿泊施設として活用され現在に至っている。 

 築後 75 年の間には、幾度となく改築工事が行われてきたが、可能な限り建設当時の部材を残してきた。 

 現在も新日鐵住金㈱の迎賓館の役割を担っており、一般公開等は行っていない。 

施設の現存状況     有          無 （解体年                      ） 

所 有 者  新日鐵住金㈱室蘭製鐵所 管 理 者 新日鐵住金㈱室蘭製鐵所 

 

施設の管理方法 

（いずれかに〇） 

１ 市町村自ら管理 

２ 市町村から民間会社に指定管理・委託により管理 

３ 所有者が管理 

４ その他 

 （        ） 

 

施設の管理状況 

（複数回答可） 

１ 市町村職員が行う草刈り・除雪等 

２ 屋根の防水工事など、必要に応じて修繕 

３ 特に何もしていない 

４ その他 

 （当社の会食・宿泊施設として使用） 

 

施設の活用方法 

（複数回答可） 

１ 教育施設として活用 

２ 観光施設として活用 

３ 一般開放していない 

４ その他 

  （当社の会食・宿泊施設として使用） 

自由記載： 

同施設は、現在、当社の会食・宿泊施設として活用している。 

 

 

施設の今後の活用

方法について 

（複数回答可） 

１ 文化財等へ登録・指定（ 国・市 ）※注１ 

２ 施設のリニューアル 

３ 現状維持（維持補修を含む） 

４ 日本遺産の認定 

５ 世界遺産登録 

６ 解体撤去 

７ 未定 

８ その他（      ） 

自由記載： 

同施設は、現状を維持しつつ当社の会食・宿泊施設として使用する。 

他地域との連携し

た 取 組 に つ い て

「炭・鉄・港」など

（いずれかに〇） 

１ すでに他地域と連携している（具体的な内容：     ） 

２ 検討中 

３ 現時点では連携実施していない 

４ その他（具体的な内容：     ） 

 

施設を活用する上 

での課題 

（複数回答可） 

１ 知名度が不足している 

２ 魅力的な展示方法がわからない 

３ 施設を解説できる人材が高齢化し、不足している 

４ 施設を補足説明する写真や資料等がない 

５ 施設が老朽化しており、修繕に多額の費用がかかる 

６ その他（特になし    ） 

施設の画像の有無 

（該当するものに〇） 

 静止画 有：写 真 ネガフィルム デジタル写真 デジタルデータ その他（     ）    無 

 動  画  有：８ミリフィルム ビデオ  ＤＶＤ  その他（     ）   無 

 

産業遺産の保全と

活用について 

＊産業遺産の保全と活用についての質問や意見等があれば、記載してください。 

 

 

 

注１ 「文化財等の登録・指定等」には景観法に基づく景観重要建造物の指定や、各市独自の保存制度も含む。 
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産業遺産の保全と活用に関する調査 

整理番号 

 

㉖ 名称 小樽港（北防波堤） 

みなと資料館の所蔵物（テストピー

ス） 

分  類 港関連施設 

 

 

写  真 

 

 

所在地 小樽市築港２－２ 建築年等 1908（明治 41）年 

構造  設計者 廣井 勇 

見学可否 可 施工者 廣井 勇 

文化財等の登録･ 

指定内容 

2008（平成 20）年近代産業化遺産群続 

 

アクセス方法 JR 小樽築港駅から徒歩 10 分（みなと資料館まで） 

 

 

  解  説 

【小樽港（北防波堤）】 

・ 北防波堤は、「近代土木の父」と言われる廣井勇が設計、建設した日本初の外洋防波堤。 

・ コンクリートブロックを斜めに積み重ねていく「スローピングブロック工法」を日本で初めて採用した。 

・ 北防波堤も含め、小樽港は現在も現役で機能しており、物流、貿易の拠点となっている。 

【みなと資料館の所蔵物（テストピース）】 

・ 北防波堤建設の際、コンクリートの強度や耐久性を試験するため、工事着工の前年 1896(明治 29)年から強度試験用の供試体(モ

ルタルテストピース)の製作が開始され、1937（昭和 12）年までの 40 年間、総数６万個が製作された。 

 

施設の現存状況     有          無 （解体年                      ） 

所 有 者  国土交通省 管 理 者  国土交通省（テストピース）／小樽市（防波堤・管理委託） 

 

施設の管理方法 

（いずれかに〇） 

１ 市町村自ら管理 

２ 市町村から民間会社に指定管理・委託により管理 

３ 所有者が管理 

４ その他 

 （        ） 

 

施設の管理状況 

（複数回答可） 

１ 市町村職員が行う草刈り・除雪等 

２ 屋根の防水工事など、必要に応じて修繕 

３ 特に何もしていない 

４ その他 

  （防波堤について軽微なものは小樽市が施行） 

 

施設の活用方法 

（複数回答可） 

１ 教育施設として活用 

２ 観光施設として活用 

３ 一般開放していない 

４ その他 

  （テストピースは資料館で公開） 

自由記載： 

 

 

施設の今後の活用

方法について 

（複数回答可） 

１ 文化財等へ登録・指定（ 国・市 ）※注１ 

２ 施設のリニューアル 

３ 現状維持（維持補修を含む） 

４ 日本遺産の認定 

５ 世界遺産登録 

６ 解体撤去 

７ 未定 

８ その他（      ） 

自由記載： 

物件の歴史性に鑑み、文化財指定等が望ましい。 

他地域との連携し

た 取 組 に つ い て

「炭・鉄・港」など

（いずれかに〇） 

１ すでに他地域と連携している（具体的な内容：     ） 

２ 検討中 

３ 現時点では連携実施していない 

４ その他（具体的な内容：     ） 

 

施設を活用する上 

での課題 

（複数回答可） 

１ 知名度が不足している 

２ 魅力的な展示方法がわからない 

３ 施設を解説できる人材が高齢化し、不足している 

４ 施設を補足説明する写真や資料等がない 

５ 施設が老朽化しており、修繕に多額の費用がかかる 

６ その他（具体的な内容：防波堤は立入ができない） 

施設の画像の有無 

（該当するものに〇） 

 静止画 有：写 真 ネガフィルム デジタル写真 デジタルデータ その他（     ）    無 

 動  画  有：８ミリフィルム ビデオ  ＤＶＤ  その他（     ）   無 

 

産業遺産の保全と

活用について 

現役の施設や構造物であっても、技術発展の過程を知る上で重要なものについては、積極的に文化財とすべき。 

注１ 「文化財等の登録・指定等」には景観法に基づく景観重要建造物の指定や、各市独自の保存制度も含む。 
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産業遺産の保全と活用に関する調査 

整理番号  ㉗ 名称 旧日本郵船株式会社小樽支店 分  類 港関連施設 

 

 

写  真 

 

 

所在地 小樽市色内３丁目７－８ 建築年等 1906（明治 39）年 

構造 石造、二階建、亜鉛鉄板葺 設計者 佐立 七次郎 

見学可否 可 施工者 山口 岩吉 

文化財等の登録･ 

指定内容 

1969(昭和 47)年重要文化財 

アクセス方法 JR 小樽駅から徒歩 20 分、中央バス錦町停留所下車徒歩３分 

 

 

  解  説 

 

・ 1906（明治 39）年に竣工した石造二階建の建築で、現在は小樽市の所有になり、当時の状態を復元し、公開されている。 

・ 内部の保存もよく照明器具、暖炉など当初のものが残っている。なお、1906（明治 39）年の樺太国境画定会議はこの建物で行な

われており、歴史的遺構でもある。 

 

 

施設の現存状況     有          無 （解体年                      ） 

所 有 者  小樽市 管 理 者  小樽市 

 

施設の管理方法 

（いずれかに〇） 

１ 市町村自ら管理 

２ 市町村から民間会社に指定管理・委託により管理 

３ 所有者が管理 

４ その他 

 （        ） 

 

施設の管理状況 

（複数回答可） 

１ 市町村職員が行う草刈り・除雪等 

２ 屋根の防水工事など、必要に応じて修繕 

３ 特に何もしていない 

４ その他 

  （保存修理工事を実施すべき時期に近づいている） 

 

施設の活用方法 

（複数回答可） 

１ 教育施設として活用 

２ 観光施設として活用 

３ 一般開放していない 

４ その他 

  （        ） 

自由記載： 

 

 

施設の今後の活用

方法について 

（複数回答可） 

１ 文化財等へ登録・指定（ 国・市 ）※注１ 

２ 施設のリニューアル 

３ 現状維持（維持補修を含む） 

４ 日本遺産の認定 

５ 世界遺産登録 

６ 解体撤去 

７ 未定 

８ その他（      ） 

自由記載： 

 

他地域との連携し

た 取 組 に つ い て

「炭・鉄・港」など

（いずれかに〇） 

１ すでに他地域と連携している（具体的な内容：     ） 

２ 検討中 

３ 現時点では連携実施していない 

４ その他（具体的な内容：     ） 

 

施設を活用する上 

での課題 

（複数回答可） 

１ 知名度が不足している 

２ 魅力的な展示方法がわからない 

３ 施設を解説できる人材が高齢化し、不足している 

４ 施設を補足説明する写真や資料等がない 

５ 施設が老朽化しており、修繕に多額の費用がかかる 

６ その他（具体的な内容：     ） 

施設の画像の有無 

（該当するものに〇） 

 静止画 有：写 真 ネガフィルム デジタル写真 デジタルデータ その他（     ）    無 

 動  画  有：８ミリフィルム ビデオ  ＤＶＤ  その他（     ）   無 

 

産業遺産の保全と

活用について 

物件の保存に関して、維持保全マニュアル等の作成を行い、定期的な保存修理工事の時期を明らかにする必要がある。 

注１ 「文化財等の登録・指定等」には景観法に基づく景観重要建造物の指定や、各市独自の保存制度も含む。 
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ｂ 先進地事例調査の結果 

       

ⅰ 鹿児島等九州地域 

      ⅱ ドイツ・ＩＢＡエムシャーパーク 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：錦野】 

1.調査概要 

訪 問 先 北九州市（総務企画局政策部世界遺産登録推進室） 

相 手 向井世界遺産担当係⻑ 

日  時 平成２７年１０月５日（月）9:00 〜 11:00 

場  所 世界遺産登録推進室会議室 

調 査 者 東課⻑ ／ 錦野主査  

調査趣旨 世界遺産登録の経緯、他の自治体との調整、産業遺産の保全と活⽤について 

 

2.調査結果 

調査結果 

■世界遺産の登録に至る経緯 

 ・登録までの経緯については別紙のとおり 

・きっかけは、九州知事会で⿅児島県知事が提唱したのが始まりで、今回の登録は、産業遺産

国⺠会議の加藤康子さんや海外の専門家の影響が大きい。 

 ・産業遺産に関しては文化庁のやり方では限界があった。内閣官房の部局は「産業遺産の世界

遺産登録推進室」が所管している。景観法、道路法、港湾法を所管する国交省からの担当の

影響も大きかった。 

・東田第一高炉跡は、保全措置を施した当時の業者への聞き取り調査の結果、世界遺産登録リ

ストから外れた。元々、昭和４７年に高炉廃止の際、市⺠から保存運動が起きて北九州市が

引き取り、現在は公園として管理している。基礎部分など当時のままの施設が残っていれば

可能性があった。 

・登録された施設は、八幡製鐵所構内にあり、製鉄所も当然公開を嫌がったが、調整の結果、

市で眺望スペースを造成することについては了解を得ている。旧本部事務所、旧鍛冶工場は

使⽤しておらず、旧鍛冶工場については資料室になっている。ポンプ室は中間市内にあり現

在も稼働中。 

 

■個々の具体的な保全対策 

 ・国の担当者に保全事業の財源について相談したところ、景観法を適⽤する「街並み環境整備

事業」を推奨された。ただ、街並み事業なので地区住⺠向けの整備もするというのがネック。 

※別紙参照 
・当市の施設は全て⺠間施設なので、通常稼働における修繕は⺠間の負担で実施するが、遺産

として保全する措置については色々対応が出てくる。 

■市⺠の気運醸成を図るための取組 

 ・出前講座やＰＲサイン等の設置、パネル展示なども⾏っている。※資料参照 
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■世界遺産登録後の影響・観光・イベント関連 

・問い合わせが多いほか、訪問客は、世界遺産登録後バスツアーが停⾞するなどの影響で大幅

に増えたが応対できず、シルバーセンターから追加で派遣を依頼している。 

 

■その他 

 

備  考 

（調査で入⼿した参考とすべき資料や聴き取り先など、今後の調査に役⽴つ情報があれば記載） 

・「官営八幡製鐵所旧本事務所眺望スペース」は、市が周辺整備を⾏っている。スペースの敷

地は八幡製鐵所が所有権を持っている。 

・北九州イノベーションギャラリーは、産業技術保存継承センターが元々管理しているスペー

スで、世界遺産登録を受け、特別展示を実施しており、来場者も増えたと聞いている。 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：早坂】 

1.調査概要 

訪 問 先 ⻑崎市総務局世界遺産推進室 

相 手 室⻑ 田中 洋一 

日  時 平成 27 年 10 月５日（月）14:40 〜 17:15 

場  所 総務局⻑室内打合せスペース 

調 査 者 東課⻑ ／ 錦野主査 ／ 早坂係⻑ 

調査趣旨 世界遺産登録の経緯、他の自治体との調整、産業遺産の保全と活⽤について 

 

2.調査結果 

調査結果 

 

■ 世界遺産登録 

・ 従来、世界遺産の推薦は外務省（⾏政）が⾏っていたが、現在は閣議了解（政治）が必

要となった。 

・ 世界遺産となったとき、何を特徴としてアピールするかが問題。幕末から明治にかけて

の産業⾰命をどう語ることができるかと考え、石炭・鉄・港湾という分野で語ることとし

た。 

・ 世界遺産の登録に必要な「顕著で普遍的な価値（ouv）」が、何があれば語れるのか。

世界と比較したときに、同じものが二つあったり、不⾜するものがあってはいけない。 

・ 明治日本の産業⾰命遺産の場合は、そういった観点から、８県の協議会の下に委員会を

設置し、調査を⾏った。 

・ 証拠のない話はいくらでもできる。例えば、高島炭鉱の地下遺構は、写真は明治期のも

の１枚しかなかった。そのため、その他にも古地図、旧帝大の明治時代のレポートなど、

様々な証拠を探して揃え、説得⼒を積み上げていった。 

・ 明治日本の産業⾰命遺産はシリアルノミネーションという手法で登録。一つ一つには世

界遺産としての価値はないが、束ねることで、物語をつくり、価値を生み出した。例え

ば、グラバー住宅は、⽂化財としては「現存する最古の⽊造洋風住宅」という価値がある

が、世界遺産としては、「（産業⾰命に貢献した）グラバーが住んでいた住宅」という価

値となる。 

・ 世界遺産登録には 10 の基準があるが、その内一つでも満たせばいい。明治日本の産業

⾰命遺産では、３つの項目に該当と申請したが、そのうち一つの項目（⽂化的交流）につ

いては、認められなかった。 

・ 暫定遺産リストに載っているものは、日本政府としては世界遺産に、という意向はある

のでは。 
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・ なお、事務方の案で消えてしまったが、「海底炭鉱を巡る」という組み⽴てで、日本遺

産を、という話もあった。日本遺産に重要なのは、価値ではなくストーリー。 
 

■ 端島炭鉱（軍艦島） 

・ 軍艦島は、国指定はもちろん、市の⽂化財でも何でもなかった。平成 21 年にユネスコ

の世界遺産暫定リストに登録されたことを受け、高島炭鉱も含め、⽂化財指定を⾒据え、

３年間有識者会議を開催。 

・ 有識者会議は市が主催し、⽂化庁にはオブザーバーとして入ってもらった。 

・ 当初⽂化庁からは、軍艦島は、廃坑後 40 年間放置していたこともあり、保存状態が非

常に悪かったこともあり、⽂化財指定は困難との⾒解も⽰されていた。 

・ 調査や会議は、必要な作業や⾏程を積み上げていったというよりは、登録の目標年次

（平成 26 年１月に意⾒具申）ありきで進められていった。 

 
■ 長崎港 

・ ⻑崎港は稼働資産であり、⽂化財保護法の対象とはならない施設。重要⽂化財とするこ

とはできないため、景観重要建造物とすることで、世界遺産のエリアを広げた。 

・ ⻑崎港は、港湾法（産業遺産を保全、との記載有）が関係しており、国⼟交通省が主な

関係省庁。 

・ 稼働資産は、企業の経済活動に支障を来さないのが前提。 

・ 港は、施設としてではなく、石炭を運ぶシステムとして世界遺産に組み込んでいる。 

 
■ 市民との関係 

・ 軍艦島に関して⾔えば、市⺠の盛り上がりは今ひとつだった（何も残っていない、中を

⾒ることもできない）。 

・ 元島⺠には、生まれ故郷が廃墟になっていることから、触れて欲しくない、という意⾒

も多い。 

・ NPO 法人軍艦島を世界遺産にする会は、特異な生活様式を残したい、という意向。市

と NPO とは方向性が異なるところもあり、密接な連携ではなく、できるところは一緒に

やっていく、というスタンス。 

・ 市⺠向けに講演会を実施。かみ砕いた易しい内容にするのではなく、あえて難しいテー

マで⾏ったが、「こんな価値があったのか」といった市⺠の気づきにも繋がった。 

・ 将来の人材育成として子供⽤の DVD 作成や、小中学生の副読本に世界遺産の話を入れ

てもらった。 

・ 大牟田市と小学生同士の交流事業を⾏っている。それぞれ自分たちの市のことを教え合

う、と⾔う内容。小学校４、５年の間に準備して、６年のときに交流を実施。子供たちの

モチベーションにもなっている。 
■ 負の歴史 

・ 戦時徴⽤は、７ヶ月程度⾏われ、韓国からも徴⽤された者はいたが、韓国は当時日本領

だったため、日本人を徴⽤したに過ぎない。現在の日本人も同様に徴⽤されていた。 


